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終了研究報告 

既存木造住宅の生物劣化診断手法の開発 

 これまで腐朽の有無を検出するのみにとどまって

考慮して体系化し、実用性を高めました。 

 本研究の成果は、「住宅の腐朽・虫害の診断マニュ

メンテナンスマニュアル改訂版（(社)日本木材保存

本木材保存協会）」などで活用されています。今後は

啓発を行います。 
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試験片を採取しても残存強度86%

DNA分析による腐朽菌の検出法

試験片採取方法の検討

微破壊試験法による評価
非破壊手法の模索 

釘の残存耐力の把握へ 
強制腐朽処理への挑戦 

既存住宅

部分腐朽した壁体の性能評価へ 

処置方法を整理し、生物劣化に対する維持管理システムとして提案
例）危険度小 → 環境改善のみ 
危険度中 → 環境改善＋薬剤処理 
危険度大 → 部材交換 
 

 本研究で取り組んだ事項は次の通りです。 

①道内木造住宅の構法仕様と腐朽との関係を調査 

②木材中に存在する腐朽菌の同定技術を確立  

③木材中の腐朽菌の存在範囲を特定するための資料

採取方法を開発 

④目視以外の非破壊的な手法等(ﾋﾟﾛﾃﾞｨﾝ、打撃音、弾

性波等)を用いて、木質部材における残存強度の推定

手法を検討  

⑤劣化を受けた構造体の残存耐力を推定 

⑥生物劣化の状況に応じた処置方法を整理し、生物劣

化に対する維持管理システムとして提案 

 

 平成 12年の建築基準法の改正や、昨今の地震被害

などによって、木造住宅の耐震安全性の確保が改めて

重要視されるようになりました。十分な耐力を確保で

きる構造仕様であっても、住宅構造部材に生物劣化が

生じると、新築時に確保した耐震安全性が著しく低下

します。この研究は、客観的で信頼性の高い、目視以

外の生物劣化診断技術と、生物劣化を受けた既存住宅

に残存する構造性能の推定手法を開発し、生物劣化の

状況に応じた処置法を整理・提案することを目的とし

ています。 

 

 

 

いた腐朽劣化診断手法を、既存強度との関連性を

アル改訂版（(社)日本木材保存協会）」、「外構材の

協会）」、「木材劣化診断士資格検定講習会（(社)日

、パンフレット、リーフレット等を作成し、普及・

試験場（主管） 
北海道大学 


